
議案第２７号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２９年２月２２日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年山陽小野田市条例第

３９号）の一部を次のように改正する。 

題名中「個人番号の利用」の次に「及び特定個人情報の提供」を加える。 

第１条中「個人番号の利用」の次に「及び法第１９条第９号の規定に基づ

く特定個人情報の提供」を加える。 

 第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

 （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第９号の規定により特定個人情報を提供することができ

る場合は、別表第３の第１欄に掲げる情報照会機関が、同表の第３欄に掲

げる情報提供機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必

要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同

表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとす

る。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例

又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の



提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 別表第２の次に次の１表を加える。  

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員 

 会 

学校保健安全法

（昭和３３年法律

第５６号）による

医療に要する費用

についての援助に

関する事務であっ

て規則で定めるも

の 

市長 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

生活に困窮する外

国人に対する生活

保護の措置に関す

る情報であって規

則で定めるもの 

２ 教育委員 

 会 

小学校若しくは中

学校に就学する学

校教育法施行令第

２２条の３に規定

する障害の程度に

該当する児童若し

くは生徒又は特別

支援学級に就学す

る児童若しくは生

徒の就学のため必

要な経費の支弁に

関する事務であっ

て規則で定めるも

の 

市長 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

生活に困窮する外

国人に対する生活

保護の措置に関す

る情報であって規

則で定めるもの 

３ 教育委員 

 会 

就学援助に関する

事務であって規則

で定めるもの 

市長 生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住民票関係情報で

あって規則で定め

るもの 

生活に困窮する外



国人に対する生活

保護の措置に関す

る情報であって規

則で定めるもの 

第２条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第１条及び第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に

改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は平成２９年４月１日から、第２条の規定は平成

２９年５月３０日から施行する。 
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議案第２７号参考資料 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例新旧対照表 

（第１条関係） 

改 正 後 改 正 前 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する

条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人

番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく特定個人

情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人

番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

（特定個人情報の提供）  

第５条 法第１９条第９号の規定により特定個人情報を提供

することができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる情報

照会機関が、同表の第３欄に掲げる情報提供機関に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の

第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合におい

て、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 
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２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合にお

いて、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と

同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられている

ときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 

第６条 （略） 第５条 （略） 

  

別表第３（第５条関係）  

情報照会

機関 

事務 情報提供

機関 

特定個人情報 

１ 教育

委員会 
学校保健安全

法（昭和３３年

法律第５６号）

による医療に

要する費用に

ついての援助

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

市長 生活保護関係情

報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報

であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する

外国人に対する

生活保護の措置

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 
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２ 教育

委員会 
小学校若しく

は中学校に就

学する学校教

育法施行令第

２２条の３に

規定する障害

の程度に該当

する児童若し

くは生徒又は

特別支援学級

に就学する児

童若しくは生

徒の就学のた

め必要な経費

の支弁に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

市長 生活保護関係情

報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報

であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する

外国人に対する

生活保護の措置

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 

３ 教育

委員会 
就学援助に関

する事務であ

って規則で定

めるもの 

市長 生活保護関係情

報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報

であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報
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であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する

外国人に対する

生活保護の措置

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例新旧対照表（第２条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人

番号の利用及び法第１９条第１０号の規定に基づく特定個

人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人

番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく特定個人

情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１０号の規定により特定個人情報を提

供することができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる情

報照会機関が、同表の第３欄に掲げる情報提供機関に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の

第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合におい

て、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

第５条 法第１９条第９号の規定により特定個人情報を提供

することができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる情報

照会機関が、同表の第３欄に掲げる情報提供機関に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の

第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合におい

て、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

 


